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湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
第
３
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
湖
沼
及
び
指
定
地
域
（
告
示
）
並
び
に
湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置

法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

参
照
条
文

◎

湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
（
抄
）

（
指
定
湖
沼
及
び
指
定
地
域
）

第
三
条

環
境
大
臣
は
、
都
道
府
県
知
事
の
申
出
に
基
づ
き
、
環
境
基
本
法
（
平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

水
質
の
汚
濁
に
係
る
環
境
上
の
条
件
に
つ
い
て
の
基
準
（
第
二
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
「
水
質
環
境
基
準
」
と
い
う
。
）
が
現
に
確
保
さ
れ

て
お
ら
ず
、
又
は
確
保
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
著
し
い
湖
沼
で
あ
つ
て
、
当
該
湖
沼
の
水
の
利
用
状
況
、
水
質
の
汚
濁
の
推
移
等
か

ら
み
て
特
に
水
質
の
保
全
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
指
定
湖
沼
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

環
境
大
臣
は
、
指
定
湖
沼
の
水
質
の
汚
濁
に
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
を
指
定
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３
～
７

（
略
）

（
規
制
基
準
の
設
定
）

第
七
条

都
道
府
県
知
事
は
、
指
定
地
域
に
あ
つ
て
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
特
定
施
設
（
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
特
定
施
設
と
み
な
さ
れ
る
施
設
を
含
む
。
第
十
五
条
第

一
項
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
政
令
で
定
め
る
施
設
以
外
の
も
の
（
以
下
「
湖
沼
特
定

施
設
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
指
定
地
域
内
の
工
場
又
は
事
業
場
で
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
も
の
（
以
下
「
湖
沼
特
定
事
業
場
」
と
い

う
。
）
か
ら
公
共
用
水
域
（
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
用
水
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
排
出
さ
れ
る
水
（
以
下
「
排
出
水
」

と
い
う
。
）
の
汚
濁
負
荷
量
（
同
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
項
目
の
う
ち
化
学
的
酸
素
要
求
量
そ
の
他
の
項
目
で
指
定
湖
沼
ご
と

に
政
令
で
定
め
る
も
の
で
表
示
し
た
汚
濁
負
荷
量
を
い
う
。
次
項
、
次
条
及
び
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
湖
沼
水
質
保
全
計
画

に
基
づ
き
、
環
境
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
湖
沼
の
水
質
を
保
全
す
る
た
め
の
規
制
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）
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◎

湖
沼
水
質
保
全
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
三
十
七
号
）
（
抄
）

（
法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
項
目
）

第
二
条
の
二

法
第
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
項
目
は
、
第
一
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
湖
沼
に
つ
い
て
は
化
学
的
酸
素
要
求
量
及
び
り
ん

含
有
量
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
湖
沼
に
つ
い
て
は
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
含
有
量
及

び
り
ん
含
有
量
と
す
る
。

一

釜
房
ダ
ム
貯
水
池

二

霞
ケ
浦
（
北
浦
及
び
常
陸
利
根
川
を
含
む
。
）

三

印
旛
沼

四

手
賀
沼

五

諏
訪
湖

六

野
尻
湖

七

琵
琶
湖

八

中
海

九

宍
道
湖

十

児
島
湖


